
「 なぜ受動喫煙防止対策が必要なのか

〜 美唄市の事例をもとに 〜 」

「 なぜ受動喫煙防止対策が必要なのか

〜 美唄市の事例をもとに 〜 」

美唄市医師会 井門 明美唄市医師会 井門 明

２０１７年３月１８日

市民とつくる 春のがんセミナー ２０１７

（北海道医師会館）

２０１７年３月１８日

市民とつくる 春のがんセミナー ２０１７

（北海道医師会館）

い ど あきらい ど あきら



本日の内容本日の内容

• 美唄市のご紹介

• 美唄市受動喫煙防止条例成立までの経緯と条例の内容

• 能動喫煙、受動喫煙による健康影響 （がんを中心に）

• タバコ対策、受動喫煙防止対策の展望

• 美唄市のご紹介

• 美唄市受動喫煙防止条例成立までの経緯と条例の内容

• 能動喫煙、受動喫煙による健康影響 （がんを中心に）

• タバコ対策、受動喫煙防止対策の展望



美唄市の立地美唄市の立地

札幌から約６０km札幌から約６０km

JR : JR : JR : JR : 特急カムイで特急カムイで特急カムイで特急カムイで

札幌から３５分札幌から３５分札幌から３５分札幌から３５分



宮島沼に飛来する天然記念物マガン宮島沼に飛来する天然記念物マガン



美唄市出身の彫刻家 安田 侃さんの大理石やブロンズの作品

４０点余が展示されている彫刻公園

アルテピアッツア美唄アルテピアッツア美唄



アルテピアッツア美唄アルテピアッツア美唄



JR札幌駅JR札幌駅



美唄焼き鳥美唄焼き鳥



美唄市の人口推移美唄市の人口推移

平成２８年１２月の人口 ２２,７２４人

(65歳以上の人口比率 39.6%)

平成２８年１２月の人口 ２２,７２４人

(65歳以上の人口比率 39.6%)

 １４年で人口が ７,８９２人（２６％）減少

平成１４年４月の人口 ３０,６１６人

(65歳以上の人口比率 26.4%)

平成１４年４月の人口 ３０,６１６人

(65歳以上の人口比率 26.4%)



医療過疎も進行医療過疎も進行

 医師の減少

 診療科の減少

 医師の減少

 診療科の減少

 救急告示病院が１病院に 救急告示病院が１病院に

 ２次救急以上の重症患者は市外の病院へ搬送 ２次救急以上の重症患者は市外の病院へ搬送

 基幹病院である市立美唄病院の内科の入院が

一時休止していた時期も

 基幹病院である市立美唄病院の内科の入院が

一時休止していた時期も



市民の健康を守るために

美唄市医師会は何ができるか？

市民の健康を守るために

美唄市医師会は何ができるか？

予防医療が重要と考えた予防医療が重要と考えた

タバコ対策が最重要課題だが、啓発活動は効果が弱い

タバコに関する条例を作れば、タバコによる深刻な健康被害

が市民に広く正確に認識されるのではないか？

路上喫煙防止条例ならハードルが高くないのでは？



美唄市長、市議会への要望

（２００９年７月に美唄市医師会総会にて決議）

美唄市長、市議会への要望

（２００９年７月に美唄市医師会総会にて決議）

禁煙環境の整備ならびに喫煙防止教育の実施を要望禁煙環境の整備ならびに喫煙防止教育の実施を要望

１） 美唄市内のすべての小学校ならびに中学校を敷地内全面禁煙とする１） 美唄市内のすべての小学校ならびに中学校を敷地内全面禁煙とする

２） 美唄市役所をはじめ、すべての美唄市の公共施設を敷地内全面禁煙

とする

２） 美唄市役所をはじめ、すべての美唄市の公共施設を敷地内全面禁煙

とする

３） JR美唄駅を中心とする美唄市市街地を、条例により喫煙禁止区域に

指定する

３） JR美唄駅を中心とする美唄市市街地を、条例により喫煙禁止区域に

指定する

４） 美唄市内のすべての小学校ならびに中学校で、最低１年間に１回の

喫煙防止教育を行う

４） 美唄市内のすべての小学校ならびに中学校で、最低１年間に１回の

喫煙防止教育を行う

５） タバコ問題に関する市民公開講座を定期的に実施する５） タバコ問題に関する市民公開講座を定期的に実施する

（後に通学路の路上喫煙防止条例へ要望を変更）（後に通学路の路上喫煙防止条例へ要望を変更）



美唄市医師会の取り組み美唄市医師会の取り組み

• 市長との意見交換 （機会があるたびに）

• 市議会議員との定期的な懇談会の開催

様々な地域医療問題の中の一つとして条例制定を陳情

• 市民への受動喫煙による健康被害の啓発

（広報誌、講演会）

• 市内各種団体への協力要請

• 市政への全面的な協力

• 市長との意見交換 （機会があるたびに）

• 市議会議員との定期的な懇談会の開催

様々な地域医療問題の中の一つとして条例制定を陳情

• 市民への受動喫煙による健康被害の啓発

（広報誌、講演会）

• 市内各種団体への協力要請

• 市政への全面的な協力



経経経経 過過過過

2012年2月 市長と面談

① 2013年度に策定予定となっていた市の健康づくりの計画

「びばいヘルシーライフ21」の内容に取り上げられれば、

それに則り受動喫煙防止対策を進めるとの回答

② 受動喫煙防止ガイドラインを作成する方針を確認



びばいヘルシーライフ２１ （第２期）びばいヘルシーライフ２１ （第２期）

美唄市が市民とともに進める健康づくりの総合的な計画

計画期間 ： 平成２５年度から平成３４年度の１０年間

美唄市が市民とともに進める健康づくりの総合的な計画

計画期間 ： 平成２５年度から平成３４年度の１０年間

美唄市健康づくり推進委員会で策定美唄市健康づくり推進委員会で策定

（委員は、市内の各種団体の関係者、公募市民により構成）（委員は、市内の各種団体の関係者、公募市民により構成）

委員の所属団体

美唄市医師会、美唄市歯科医師会、美唄商工会議所、美唄青年会議所、

美唄市社会福祉協議会、美唄市民生・児童委員協議会連合会、

美唄消費者協会、美唄市老人クラブ連合会、美唄市PTA連合会、

美唄尚栄高校PTA、私立幼稚園連合会、美唄市立中央保育所父母の会、

美唄市保健推進員協議会、美唄市食生活改善推進協議会、運動推進員

委員の所属団体

美唄市医師会、美唄市歯科医師会、美唄商工会議所、美唄青年会議所、

美唄市社会福祉協議会、美唄市民生・児童委員協議会連合会、

美唄消費者協会、美唄市老人クラブ連合会、美唄市PTA連合会、

美唄尚栄高校PTA、私立幼稚園連合会、美唄市立中央保育所父母の会、

美唄市保健推進員協議会、美唄市食生活改善推進協議会、運動推進員



アクションプラン

 小中学生が喫煙や受動喫煙について学ぶ機会を作ります

 通学路における喫煙を防止するための条例を整備します

 敷地内・施設内禁煙を実施する市の公共施設を増やします

 おいしい空気の施設に登録する市の公共施設を増やします

アクションプラン

 小中学生が喫煙や受動喫煙について学ぶ機会を作ります

 通学路における喫煙を防止するための条例を整備します

 敷地内・施設内禁煙を実施する市の公共施設を増やします

 おいしい空気の施設に登録する市の公共施設を増やします

びばいヘルシーライフ２１ （第２期）びばいヘルシーライフ２１ （第２期）



2015年年年年2月月月月 受動喫煙防止条例受動喫煙防止条例受動喫煙防止条例受動喫煙防止条例（案）のパブリックコメント募集（案）のパブリックコメント募集（案）のパブリックコメント募集（案）のパブリックコメント募集

医師会医師会医師会医師会は市民は市民は市民は市民へ「賛成」へへ「賛成」へへ「賛成」へへ「賛成」へのののの働きかけを行う働きかけを行う働きかけを行う働きかけを行う

そのそのそのその結果、結果、結果、結果、80%以上の賛成を得る以上の賛成を得る以上の賛成を得る以上の賛成を得る

（応募総数は（応募総数は（応募総数は（応募総数は554件、賛成は件、賛成は件、賛成は件、賛成は462件、反対が件、反対が件、反対が件、反対が66件）件）件）件）

経経経経 過過過過

2014年年年年12月月月月 受動喫煙防止ガイドラインが策定される受動喫煙防止ガイドラインが策定される受動喫煙防止ガイドラインが策定される受動喫煙防止ガイドラインが策定される

2015201520152015年年年年3333月月月月 パブリックコメントの締め切りと同時に、タバコ販売パブリックコメントの締め切りと同時に、タバコ販売パブリックコメントの締め切りと同時に、タバコ販売パブリックコメントの締め切りと同時に、タバコ販売

組合などが組合などが組合などが組合などが616616616616筆の反対署名を市議会に提出筆の反対署名を市議会に提出筆の反対署名を市議会に提出筆の反対署名を市議会に提出

これを機に慎重意見が出て、条例案の議会提案これを機に慎重意見が出て、条例案の議会提案これを機に慎重意見が出て、条例案の議会提案これを機に慎重意見が出て、条例案の議会提案

がががが

延期される延期される延期される延期される



週刊ポストの特集記事 「美しき分煙社会の作り方」

の取材で美唄市へ （平成２７年４月９日）

週刊ポストの特集記事 「美しき分煙社会の作り方」

の取材で美唄市へ （平成２７年４月９日）

入江一 氏入江一 氏 須田慎一郎 氏須田慎一郎 氏





美唄市受動喫煙防止対策市民検討委員会の設置美唄市受動喫煙防止対策市民検討委員会の設置

• 受動喫煙防止対策について市民に広く意見を求め、必要な事項

の審議を行う目的で市が設置

• 委員は美唄市健康づくり推進委員会、市内商店街組合、料飲店

組合、ホテル等宿泊業者、たばこ販売協同組合、学識経験者、

市民公募者で構成

• ２０１５年７月から１１月の間に５回開催し、条例を討議

・ 参考人招致

・ 市民アンケートの結果

・ 委員会報告書 （委員長総括）

• 受動喫煙防止対策について市民に広く意見を求め、必要な事項

の審議を行う目的で市が設置

• 委員は美唄市健康づくり推進委員会、市内商店街組合、料飲店

組合、ホテル等宿泊業者、たばこ販売協同組合、学識経験者、

市民公募者で構成

• ２０１５年７月から１１月の間に５回開催し、条例を討議

・ 参考人招致

・ 市民アンケートの結果

・ 委員会報告書 （委員長総括）

市保健福祉部は、条例制定賛成への流れを作るべく

綿密に計画を立案



２０１５年６月から８月の間、地区懇談会と食のフェスタで

市が行った市民アンケートの結果を報告

・ 受動喫煙を不快に感じている市民の割合が約７０％、

・ 公共的空間の受動喫煙対策が進められることに賛成

の市民の割合が８０％以上

受動喫煙に関する市民アンケートの結果



委員会報告書 （委員長総括）委員会報告書 （委員長総括）

参考人として招致したJTの説明は、論理が整合的ではなく首

尾一貫性を欠いている。

中村参考人の情報は、いずれも学術的根拠が明確で信頼

度が高い。

市長および市の本条例担当部は、市民に適切かつ十分な

情報を提供するよう努め、市民の共通理解の下、条例制定

と受動喫煙防止対策が推進されるよう配慮されたい。

参考人として招致したJTの説明は、論理が整合的ではなく首

尾一貫性を欠いている。

中村参考人の情報は、いずれも学術的根拠が明確で信頼

度が高い。

市長および市の本条例担当部は、市民に適切かつ十分な

情報を提供するよう努め、市民の共通理解の下、条例制定

と受動喫煙防止対策が推進されるよう配慮されたい。

２０１５年１１月２０１５年１１月２０１５年１１月２０１５年１１月





美唄市受動喫煙防止条例

平成２７年１２月制定

平成２８年７月施行



美唄市受動喫煙防止条例美唄市受動喫煙防止条例

第１条 （目的）：一部省略

未成年者及び妊産婦を始め、市民がたばこの煙

にさらされることによる健康被害を避け、健康づ

くりをより一層推進することができるよう、受動喫

煙を防止するための措置等を定め、市民の健康

で快適な生活の維持を図ることを目的とする。

第１条 （目的）：一部省略

未成年者及び妊産婦を始め、市民がたばこの煙

にさらされることによる健康被害を避け、健康づ

くりをより一層推進することができるよう、受動喫

煙を防止するための措置等を定め、市民の健康

で快適な生活の維持を図ることを目的とする。



美唄市受動喫煙防止条例美唄市受動喫煙防止条例

第３条 （市の責務）：抜粋

市は受動喫煙による市民の健康への悪影響を未然に防止

するための環境整備を推進する責務を有する。

（市民および事業者へ受動喫煙の防止に関する情報の提

供、普及啓発、支援、適切な措置の実施）

第３条 （市の責務）：抜粋

市は受動喫煙による市民の健康への悪影響を未然に防止

するための環境整備を推進する責務を有する。

（市民および事業者へ受動喫煙の防止に関する情報の提

供、普及啓発、支援、適切な措置の実施）



美唄市受動喫煙防止条例美唄市受動喫煙防止条例

第４条 （市民の役割）

市民は、受動喫煙の防止等に対する関心及び理

解を深め、受動喫煙を生じさせないよう努めるとと

もに、事業者、施設管理者又は市が行う受動喫煙

の防止等に関する措置及び施策に協力するよう

努めなければならない。

第４条 （市民の役割）

市民は、受動喫煙の防止等に対する関心及び理

解を深め、受動喫煙を生じさせないよう努めるとと

もに、事業者、施設管理者又は市が行う受動喫煙

の防止等に関する措置及び施策に協力するよう

努めなければならない。



美唄市受動喫煙防止条例美唄市受動喫煙防止条例

第５条 （保護者の役割）

保護者は、その監督保護に係る未成年者の健康

に受動喫煙による悪影響が及ぶことを未然に防止

するよう努めなければならない。

第５条 （保護者の役割）

保護者は、その監督保護に係る未成年者の健康

に受動喫煙による悪影響が及ぶことを未然に防止

するよう努めなければならない。



美唄市受動喫煙防止条例美唄市受動喫煙防止条例

第６条 （事業者及び施設管理者の役割）

事業者及び施設管理者は、たばこの煙が人の健康に

悪影響を及ぼすことに関心及び理解を深め、受動喫煙

の防止等に関する環境整備に取り組むとともに、市が

実施する受動喫煙防止に関する施策に協力するよう

努めなければならない。

第６条 （事業者及び施設管理者の役割）

事業者及び施設管理者は、たばこの煙が人の健康に

悪影響を及ぼすことに関心及び理解を深め、受動喫煙

の防止等に関する環境整備に取り組むとともに、市が

実施する受動喫煙防止に関する施策に協力するよう

努めなければならない。



美唄市受動喫煙防止条例美唄市受動喫煙防止条例

第８条 （受動喫煙防止対策）

第１種施設の施設管理者は、必要に応じて

敷地内禁煙若しくは施設内禁煙の措置を

講ずるよう努めなければならない。

第２種施設の施設管理者は、必要に応じて

施設内禁煙又は分煙の措置を講ずるよう

努めなければならない。

第８条 （受動喫煙防止対策）

第１種施設の施設管理者は、必要に応じて

敷地内禁煙若しくは施設内禁煙の措置を

講ずるよう努めなければならない。

第２種施設の施設管理者は、必要に応じて

施設内禁煙又は分煙の措置を講ずるよう

努めなければならない。



第１種施設：

（１） 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校

（２） 病院又は医院

（３） 公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に

供する施設

旅客の運送の用に供する電車、自動車その他の車両

（４） 老人ホーム、保育所、高齢者福祉施設、児童福祉施設、

障害者福祉施設

（５） 公共施設

第１種施設：

（１） 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校

（２） 病院又は医院

（３） 公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に

供する施設

旅客の運送の用に供する電車、自動車その他の車両

（４） 老人ホーム、保育所、高齢者福祉施設、児童福祉施設、

障害者福祉施設

（５） 公共施設



第２種施設：

（１） 物品販売業を営む店舗

（２） 銀行その他の金融機関

（３） 郵便事業、ガス事業又は熱供給事業の営業所

（４） その他サービス業を営む店舗

第２種施設：

（１） 物品販売業を営む店舗

（２） 銀行その他の金融機関

（３） 郵便事業、ガス事業又は熱供給事業の営業所

（４） その他サービス業を営む店舗



美唄市受動喫煙防止条例美唄市受動喫煙防止条例

第８条 （受動喫煙防止対策）

第２種施設の施設管理者は、喫煙可能区域を設定した

場合においては、喫煙可能区域から喫煙禁止区域にたば

この煙が流入することがないよう、適切な受動喫煙防止措

置を講ずるとともに喫煙禁止区域と喫煙可能区域を明確

に表示するよう努めなければならない。

第８条 （受動喫煙防止対策）

第２種施設の施設管理者は、喫煙可能区域を設定した

場合においては、喫煙可能区域から喫煙禁止区域にたば

この煙が流入することがないよう、適切な受動喫煙防止措

置を講ずるとともに喫煙禁止区域と喫煙可能区域を明確

に表示するよう努めなければならない。



美唄市受動喫煙防止条例美唄市受動喫煙防止条例

第９条 （未成年者への配慮）

施設管理者及び保護者は、未成年者が喫煙可能区域及び

喫煙所に立ち入らないよう努めなければならない。

喫煙者は、児童生徒が登下校時に往来する校門を中心とす

る１００メートル以内の路上又は公園において受動喫煙防止

に努めなければならない。

第９条 （未成年者への配慮）

施設管理者及び保護者は、未成年者が喫煙可能区域及び

喫煙所に立ち入らないよう努めなければならない。

喫煙者は、児童生徒が登下校時に往来する校門を中心とす

る１００メートル以内の路上又は公園において受動喫煙防止

に努めなければならない。



美唄市受動喫煙防止条例美唄市受動喫煙防止条例

第１１条 （適用除外） ：一部省略

この条例は、飲食店営業及び風俗営業の用に供する公共的

空間には適用しない。

第１１条 （適用除外） ：一部省略

この条例は、飲食店営業及び風俗営業の用に供する公共的

空間には適用しない。



本邦のリスク要因別の関連死亡者数

（男女計、2007年）

本邦のリスク要因別の関連死亡者数

（男女計、2007年）

死亡数（万人）死亡数（万人）死亡数（万人）死亡数（万人）

疾患疾患疾患疾患

Ikeda N et al. Lancet. 2011;378:1094-105



１３万人／約１億２６９０万人 （日本の人口）１３万人／約１億２６９０万人 （日本の人口）

＝ ５４８１人／５３５万人 （北海道の人口）＝ ５４８１人／５３５万人 （北海道の人口）

＝ ２３．６人／２万３千人 （美唄市の人口）＝ ２３．６人／２万３千人 （美唄市の人口）

能動喫煙による死者数は

＝ ２００８人／１９６万人 （札幌市の人口）＝ ２００８人／１９６万人 （札幌市の人口）



喫煙率

• 全国平均 ２１．６％

• 北海道 ２７．７％ （全都道府県で１位）

男性 ３９．２％ （全都道府県で２位）

女性 １７．８％ （全都道府県で１位）

• 札幌市 ２５．２％ （２１大都市で１位）

２０１３年 厚生労働省 国民生活基礎調査より



%

美唄市市民アンケート調査より

非喫煙率 （美唄市）非喫煙率 （美唄市）
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57% 57% 54% 56%

「健康づくりのために取り組んでいること」との質問に、タバコを吸わないと答えた割合



タバコの健康影響 （たばこ白書より）

疫学研究などの科学的知見を系統的にレビューし、一致

性、強固性、時間的前後関係、生物学的な機序、量反応関

係、禁煙後のリスク減少の有無などを総合的に吟味した上

で、

たばこと疾患等との因果関係を以下の 4 段階で判定した。

レベル 1 : 科学的証拠は、因果関係を推定するのに十分である

レベル 2 : 科学的証拠は、因果関係を示唆しているが十分ではない

レベル 3 : 科学的証拠は、因果関係の有無を推定するのに不十分である

レベル 4 : 科学的証拠は、因果関係がないことを示唆している

２０１６年 たばこ白書



能動喫煙と疾患等との因果関係 （がん）

２０１６年 たばこ白書



肺がんの標準化死亡比

（男女計、2003年〜2012年）
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北海道における主要死因の概要８（平成２６年４月）：北海道健康づくり財団より改変
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膵臓がんの標準化死亡比

（男女計、2003年〜2012年）

北海道における主要死因の概要８（平成２６年４月）：北海道健康づくり財団より改変

標

準

化

死

亡

比

（

％

）



0

20

40

60

80

100

120

全国 北海道 札幌市 美唄市

肝臓がんの標準化死亡比

（男女計、2003年〜2012年）

北海道における主要死因の概要８（平成２６年４月）：北海道健康づくり財団より改変
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悪性新生物の標準化死亡比

（男女計、2003年〜2012年）

北海道における主要死因の概要８（平成２６年４月）：北海道健康づくり財団より改変
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虚血性心疾患の標準化死亡比

（男女計、2003年〜2012年）

北海道における主要死因の概要８（平成２６年４月）：北海道健康づくり財団より改変
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脳血管疾患の標準化死亡比

（男女計、2003年〜2012年）

北海道における主要死因の概要８（平成２６年４月）：北海道健康づくり財団より改変
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受動喫煙受動喫煙

タバコを吸わない人がタバコの煙の混ざった

空気を吸わされること

タバコを吸わない人がタバコの煙の混ざった

空気を吸わされること



受動喫煙と疾患等との因果関係 （がん）

２０１６年 たばこ白書

肺がん ： レベル１ （十分）

鼻腔・副鼻腔がん ： レベル２ （示唆的）

乳がん ： レベル２ （示唆的）

レベル１ ： 科学的証拠は、因果関係を推定するのに十分である

レベル２ ： 科学的証拠は、因果関係を示唆しているが十分ではない



日本における受動喫煙による

年間死亡数の推計

• 肺がん ２４８４人

• 虚血性心疾患 ４４５９人

• 脳卒中 ８０１４人

• 乳幼児突然死症候群 ７３人

厚生労働省研究班 ２０１６年

計 １５０３０人



１万５千人／約１億２６９０万人 （日本の人口）１万５千人／約１億２６９０万人 （日本の人口）

＝ ２３２人／１９６万人 （札幌市の人口）＝ ２３２人／１９６万人 （札幌市の人口）

＝ ２.７人／２万３千人 （美唄市の人口）＝ ２.７人／２万３千人 （美唄市の人口）

受動喫煙により殺されている受動喫煙により殺されている

北海道・札幌市・美唄市の受動喫煙による死者数は

＝ ６３２人／５３５万人 （北海道の人口）＝ ６３２人／５３５万人 （北海道の人口）





76767676歳男性歳男性歳男性歳男性76767676歳男性歳男性歳男性歳男性

咳と息切れで受診咳と息切れで受診咳と息切れで受診咳と息切れで受診 診断：肺気腫診断：肺気腫診断：肺気腫診断：肺気腫咳と息切れで受診咳と息切れで受診咳と息切れで受診咳と息切れで受診 診断：肺気腫診断：肺気腫診断：肺気腫診断：肺気腫

先生、タバコと肺がんって世間で言うほ先生、タバコと肺がんって世間で言うほ先生、タバコと肺がんって世間で言うほ先生、タバコと肺がんって世間で言うほ

どあんまり関係ないんじゃないですか？どあんまり関係ないんじゃないですか？どあんまり関係ないんじゃないですか？どあんまり関係ないんじゃないですか？

ぼくはもう５０年以上タバコをすっていぼくはもう５０年以上タバコをすっていぼくはもう５０年以上タバコをすっていぼくはもう５０年以上タバコをすってい

て肺がんにならないけど、うちの家内はタて肺がんにならないけど、うちの家内はタて肺がんにならないけど、うちの家内はタて肺がんにならないけど、うちの家内はタ

バコをすわないのに、２年前に肺がんで死バコをすわないのに、２年前に肺がんで死バコをすわないのに、２年前に肺がんで死バコをすわないのに、２年前に肺がんで死

にましたわ。にましたわ。にましたわ。にましたわ。



受動喫煙にさらされている人の割合 （男女計）
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非喫煙者の受動喫煙の割合

２０１６年 たばこ白書

＊ 家庭は、受動喫煙がほぼ毎日と答えた割合。その他は、受動喫煙が月１回以上と答えた割合



受動喫煙症受動喫煙症

タバコ煙の混じった空気を吸い込むことを余儀なくされた非喫煙

者に生ずる急性、慢性の体調不良および受動喫煙関連疾患

タバコ煙の混じった空気を吸い込むことを余儀なくされた非喫煙

者に生ずる急性、慢性の体調不良および受動喫煙関連疾患

１ タバコ煙にさらされた者なら誰にでも起こる危険がある

２ タバコの煙 （残留タバコ煙の場合もあり） に接したときに症状がはじまる

３ 曝露がやむとともに症状は消失する

４ 受動喫煙がなければいつまでも症状が出ない

５ 屋内完全禁煙だけが唯一の治療法である

１ タバコ煙にさらされた者なら誰にでも起こる危険がある

２ タバコの煙 （残留タバコ煙の場合もあり） に接したときに症状がはじまる

３ 曝露がやむとともに症状は消失する

４ 受動喫煙がなければいつまでも症状が出ない

５ 屋内完全禁煙だけが唯一の治療法である



全受動喫煙者

受動喫煙による体調不良

うつ状態 頭痛 めまい 吐き気 倦怠感

化学物質過敏症 咳 痰 喘鳴 気管支炎

中耳炎 目、鼻、喉の刺激症状

慢性病悪化

メタボリックシンドローム

狭心症 糖尿病

致死的受動喫煙症

肺癌 副鼻腔癌

心筋梗塞 脳梗塞

気管支喘息 急性肺炎

COPD

末梢動脈閉塞症

乳幼児突然死症候群

受動喫煙症受動喫煙症



サードハンド・スモーク （三次喫煙）サードハンド・スモーク （三次喫煙）

その時は喫煙していなくても、タバコを吸った部屋や車

内の、壁・床・窓・家具・カーテン・エアコン回路内などに付

着したタバコ煙凝縮物が、後に室内空気に再遊離し、室

内にいる人が有害物質に曝露されること。

喫煙者の衣服・頭髪・呼気からもタバコの有害物質は

発散する。

その時は喫煙していなくても、タバコを吸った部屋や車

内の、壁・床・窓・家具・カーテン・エアコン回路内などに付

着したタバコ煙凝縮物が、後に室内空気に再遊離し、室

内にいる人が有害物質に曝露されること。

喫煙者の衣服・頭髪・呼気からもタバコの有害物質は

発散する。

Winickoff et al. 2009; Becquemin et al. 2010

有害物質の例

シアン、ブタン、トルエン、

ヒ素、鉛、一酸化炭素、

ポロニウム
210

（高度放射性発癌物質）

など



受動喫煙を防止できると

タバコによる病気の発症は減るのでしょうか？



受動喫煙防止法の効果に関するメタ解析 （入院）

疾患疾患疾患疾患 冠動脈疾患冠動脈疾患冠動脈疾患冠動脈疾患 その他の心疾患その他の心疾患その他の心疾患その他の心疾患 脳血管疾患脳血管疾患脳血管疾患脳血管疾患 呼吸器疾患呼吸器疾患呼吸器疾患呼吸器疾患

RR(95%CI) 0.848（（（（0.81-0.88）））） 0.610（（（（0.44-0.84）））） 0.840（（（（0.68-0.84）））） 0.76（（（（0.68-0.84））））

Tan CE, Glantz SA: et al: Association Between Smoke-Free Legislation and Hospitalizations for Cardiac, 

Cerebrovascular, and Respiratory Diseases .A Meta-Analysis. Circulation 2012;126:2177-2183

入院

のRR

33件の受動喫煙防止法

45論文のメタ解析

職場と飲食店およびバーでの実施
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スモーキング・バンと急性心筋梗塞入院者数スモーキング・バンと急性心筋梗塞入院者数
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米モンタナ州ヘレナ以外からの入院患者

※各年の６月～１１月の入院患者数

米モンタナ州ヘレナ以外からの入院患者
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ヘレナでは

この６ヵ月のみ

禁煙条例を施行

方法：2002年6月～12月の6ヵ月のみ公共の場での喫煙を禁止する条例（スモー

キング・バン）が施行された米国モンタナ州へレナの1病院における急性心

筋梗塞による入院者数を1998年から2003年各年の6月～11月で調査

方法：2002年6月～12月の6ヵ月のみ公共の場での喫煙を禁止する条例（スモー

キング・バン）が施行された米国モンタナ州へレナの1病院における急性心

筋梗塞による入院者数を1998年から2003年各年の6月～11月で調査

Sargent, R. P. et al. : BMJ 328 : 977, 2004Sargent, R. P. et al. : BMJ 328 : 977, 2004



何故、受動喫煙対策が必要なのか？何故、受動喫煙対策が必要なのか？

タバコは、早死と障害の最大の予防可能な原因であるタバコは、早死と障害の最大の予防可能な原因である

受動喫煙は、死亡と障害をもたらす深刻な原因である受動喫煙は、死亡と障害をもたらす深刻な原因である

受動喫煙には安全な許容レべルがないことが科学的に

証明されている

受動喫煙には安全な許容レべルがないことが科学的に

証明されている

分煙では、命と健康を守ることが

できない

分煙では、命と健康を守ることが

できない

受動喫煙がなくなると、人々は

健康になることが証明されてい

る

受動喫煙がなくなると、人々は

健康になることが証明されてい

る

NPO法人日本禁煙学会NPO法人日本禁煙学会



妊婦の（受動）喫煙による胎児への影響妊婦の（受動）喫煙による胎児への影響

・ 胎児奇形 （口唇口蓋裂、肢欠損、泌尿生殖器奇形など）

・ 胎児発育遅延

・ 早産 （3.3倍）

・ 常位胎盤早期剥離 （1.4-2.4倍）

・ 前置胎盤 （1.3-4.4倍）

・ 低出生体重児 （2.4倍）

・ 流産 （1.2-3.4倍）

・ 子宮外妊娠 （1.3-2.5倍）

・ 胎児奇形 （口唇口蓋裂、肢欠損、泌尿生殖器奇形など）

・ 胎児発育遅延

・ 早産 （3.3倍）

・ 常位胎盤早期剥離 （1.4-2.4倍）

・ 前置胎盤 （1.3-4.4倍）

・ 低出生体重児 （2.4倍）

・ 流産 （1.2-3.4倍）

・ 子宮外妊娠 （1.3-2.5倍）

加治正行：小児科４９：1325-1333, 2008.

Tong,VT et al:MMWR Suveill Summ 58:1-29, 2009. 他





換気扇の下で喫煙しても

子どもの受動喫煙は防げません

●子どもの受動喫煙レベル（海外データ）

室内で喫煙していると

子どもの受動喫煙のレベルは

換気扇のそばや屋外（閉めたドア

のそば）で喫煙していても

子どもの受動喫煙のレベルは

喫煙者の

いない家庭の 15.1 倍

喫煙者の

いない家庭の 3.23 倍

Johansson, A. et al.：Pediatrics 113(4)：e291, 2004 ［L20100804196］

※スウェーデン南東部の子ども799例（2.5-3歳）における受動喫煙レベル、喫煙者のいない家庭の子どものレベルを1とする

子どもの尿中ニコチン濃度により評価



環境省 「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」



環境省 「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」



妊娠期（母子健康手帳交付時）の喫煙率（美唄市）

46.6%

55.8%
53.5%

62.5%

53.0%

12.1%

16.7%
15.5%

16.7%

7.9%

0.0%
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30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

夫

妊婦

喫煙率

（％）

喫煙率

（％）

（美唄市保健センター調べ）

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年



出産後の喫煙 （１歳６か月時）出産後の喫煙 （１歳６か月時）

環境省 「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」

（2014年11月30日時点の回答にもとづくデータクリーニング前の暫定的な結果）



57.5%

49.5%

54.8%

47.7%

60.9%

27.4%

22.6%

20.2%

15.8% 16.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

父親

母親

４か月児をもつ保護者の喫煙率 （美唄市）４か月児をもつ保護者の喫煙率 （美唄市）

喫煙率

（％）

喫煙率

（％）

（美唄市保健センター調べ）

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年



今後喫煙・受動喫煙対策をどう進めていくべきか？

• 喫煙の有害性の継続的な啓発

• 禁煙治療の充実

• 早期からの未成年者への喫煙防止教育

• 同時に保護者の教育

• タバコ税の大幅な引き上げ

• 受動喫煙防止法の制定



全国の喫煙率

２０１６年 全国たばこ喫煙者率調査、JT発表



性別・年齢階層別喫煙率の推移

２０１６年 全国たばこ喫煙者率調査、JT発表



中学生、高校生の喫煙頻度の推移

大井田隆 : 厚生労働科学研究 「未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究」 2010年



高校卒業後に喫煙率は急上昇する

高校生 20歳代

男子 3.5% （2010年） ➡� 38.3% （2010年)

1.1% （2015年） ➡� 27.2% （2016年）

女子 1.4% （2010年） ➡� 15.1% （2010年)

0.3% （2015年） ➡� 8.9% （2016年）

大井田隆 : 厚生労働科学研究 「未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究」 2010年

２０１６年 全国たばこ喫煙者率調査、JT発表

青森県 未成年者喫煙等実態調査 2015年



自分に起こる危険は低く評価する

喫煙に関する楽観バイアスの調査

対象：１０歳代（１２−１７歳） ２００人

成人（３０−５０歳） ２０３人

「喫煙は嗜癖となり、ほとんどの喫煙者の死因となる」ことに、

喫煙者、非喫煙者の大多数が異論を持たないが、喫煙者は自分

の喫煙危険は例外だと考える傾向があった

喫煙者のうち１０歳代の６０％、成人の４８％が、喫煙して２−３年

で自ら望めば禁煙できると考えていた

Arnett, Jeffrey Jensen. Addictive Behaviors, v.25, 2000



低い禁煙成功率

• 禁煙を試みたことのある喫煙者

男性 ５２．１％

女性 ５７．０％

（厚生労働省 ２００８年）

• タバコを「やめたくない」と考えている喫煙者

２５．９％

（厚生労働省 ２００７年）



子供の喫煙に影響を与える家庭環境要因

（n＝4,774）

山田全啓 平成１６年度 子どもの生活習慣病予防調査

**:p<0.001   *:P<0.05



家庭内で広がる喫煙の世代間連鎖

ー オッズ比からみた影響の程度 ー

山田全啓 平成１６年度 子どもの生活習慣病予防調査（奈良県郡山保健所）



家庭の無煙環境を！

こどもの喫煙行動に、家庭環境が大きな影響を及ぼす

・ 保護者を含めた早期からの喫煙防止教育が重要

・ 家庭全体の無煙環境づくりが求められる

・ 保護者がこどもの喫煙に対して毅然とした態度を示

し、

家庭内世代間連鎖を断つ

�



受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策のののの強化強化強化強化

（健康増進法改正案）（健康増進法改正案）（健康増進法改正案）（健康増進法改正案）

• ２０１９年ラグビーワールドカップ、２０２０年東京オリンピック・２０１９年ラグビーワールドカップ、２０２０年東京オリンピック・２０１９年ラグビーワールドカップ、２０２０年東京オリンピック・２０１９年ラグビーワールドカップ、２０２０年東京オリンピック・

パラリンピック開催の前に、厚労省は受動喫煙防止対策の強パラリンピック開催の前に、厚労省は受動喫煙防止対策の強パラリンピック開催の前に、厚労省は受動喫煙防止対策の強パラリンピック開催の前に、厚労省は受動喫煙防止対策の強

化を検討している。化を検討している。化を検討している。化を検討している。

• 医療機関、学校は勿論、飲食店、ホテル、事務所など民間施医療機関、学校は勿論、飲食店、ホテル、事務所など民間施医療機関、学校は勿論、飲食店、ホテル、事務所など民間施医療機関、学校は勿論、飲食店、ホテル、事務所など民間施

設を含め敷地内もしくは（原則）建物内禁煙を義務付ける受設を含め敷地内もしくは（原則）建物内禁煙を義務付ける受設を含め敷地内もしくは（原則）建物内禁煙を義務付ける受設を含め敷地内もしくは（原則）建物内禁煙を義務付ける受

動喫煙防止法案の国会提出を目指している。動喫煙防止法案の国会提出を目指している。動喫煙防止法案の国会提出を目指している。動喫煙防止法案の国会提出を目指している。

• この罰則付きの法令により、がんをはじめ受動喫煙による健この罰則付きの法令により、がんをはじめ受動喫煙による健この罰則付きの法令により、がんをはじめ受動喫煙による健この罰則付きの法令により、がんをはじめ受動喫煙による健

康被害が大幅に減少することも期待できる。康被害が大幅に減少することも期待できる。康被害が大幅に減少することも期待できる。康被害が大幅に減少することも期待できる。





受動喫煙受動喫煙受動喫煙受動喫煙防止法制防止法制防止法制防止法制にににに反対する勢力も

• タバコ産業

• 飲食業界

• 日本ホスピス緩和ケア協会

• 四病院団体協議会

（日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会）

など

自民党「たばこ議員連盟」の猛烈な反対

最も厄介なことは



自民党「たばこ議員連盟」（会長：野田毅）の対案

施設の種類施設の種類施設の種類施設の種類 厚生労働省案厚生労働省案厚生労働省案厚生労働省案 自民党たばこ議連案自民党たばこ議連案自民党たばこ議連案自民党たばこ議連案

小中高、医療施設 敷地内禁煙

屋内：喫煙専用室設置可

屋外：喫煙場所設置可

大学、運動施設、官公庁

屋内禁煙（喫煙室設置不可

� ）

喫煙専用室設置可

事務所（職場） 屋内禁煙（喫煙室設置可� ） 対象外

飲食店（居酒屋、喫茶店など） 屋内禁煙（喫煙室設置可� ）

禁煙、分煙、喫煙の表示

義務

飲食店（バー、スナックなど）

30平方㍍以下のみ表示など

で喫煙可

禁煙、分煙、喫煙の表示

義務

２０１７年３月７日公表



受動喫煙の実態および健康増進法改正案

に関する国民の意識調査

• インターネットによるアンケート調査 （無記名自記式）

• 調査実施日：平成２９年２月１５日から２月２０日

• 対象者数：１００５１人

解析対象者

九州看護福祉大学 川俣幹雄ら ２０１７年

http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/プレス・リリース%28final）_17.03.01.pdf



結 果

九州看護福祉大学 川俣幹雄ら ２０１７年

http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/プレス・リリース%28final）_17.03.01.pdf



他の人のタバコの煙を吸った時の感じ方

全体 N=１００５１人

非喫煙者 N=８３２０人

喫煙者 N=１７３１人

九州看護福祉大学 川俣幹雄ら ２０１７年

http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/プレス・リリース%28final）_17.03.01.pdf



料理、飲み物、接客態度は優れているが喫煙可能だった

飲食店が、禁煙になったらどうしますか？

九州看護福祉大学 川俣幹雄ら ２０１７年

N=１００５１人

厚生労働省の受動喫煙防止対策強化案をどう思いますか？

N=１００５１人

http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/プレス・リリース%28final）_17.03.01.pdf



受動喫煙防止法制が成立するためには、

国民の世論を国会議員へ届けることが重要

有権者の声を地元の国会議員に

伝えるべき



厚労省厚労省厚労省厚労省 がん対策推進基本計画がん対策推進基本計画がん対策推進基本計画がん対策推進基本計画

（（（（2012年年年年6月）月）月）月）

厚労省厚労省厚労省厚労省 がん対策推進基本計画がん対策推進基本計画がん対策推進基本計画がん対策推進基本計画

（（（（2012年年年年6月）月）月）月）

がんの原因は、、、、喫煙（受動喫煙含む）、食生活、運動などの生活習慣、ウイルス

や細菌への感染など様々なものがある。特に、喫煙が肺がんをはじめとする種々

のがんの原因となっていることは、科学的根拠をもって示されている。

がんの原因は、、、、喫煙（受動喫煙含む）、食生活、運動などの生活習慣、ウイルス

や細菌への感染など様々なものがある。特に、喫煙が肺がんをはじめとする種々

のがんの原因となっていることは、科学的根拠をもって示されている。

目標項目目標項目目標項目目標項目 現状現状現状現状 目標数値目標数値目標数値目標数値

①成人の喫煙率の低下

（禁煙希望者が禁煙する）

19.5％ （平成22年） 12％ （平成34年度）

②未成年者の喫煙をなくす

中学1年生 男子 1.6％ 女子 0.9％

高校3年生 男子 8.6％ 女子 3.8％

（平成22年）

0％ （平成34年度）

③受動喫煙の機会を有する

者の割合の低下

行政機関 16.9％

医療機関 13.3％（平成20年）

行政機関 0％

医療機関 0％ （平成34年度）

職場

●「全面禁煙」又は「喫煙室を設けそれ以外を

禁煙」のいずれかの措置を講じている事業所

64％

●受動喫煙を受けている労働者 44％

（平成23年）

受動喫煙の無い職場の実現

（平成32年）

家庭 10.7％

飲食店 50.1％ （平成22年）

家庭 3％

飲食店 15％ （平成34年度）

がん対策推進基本計画（平成24年6月）一部改変



Take Home Message

これ以上タバコによる健康障害で苦しむ人を

生み出さないために、受動喫煙は勿論のことタ

バコのない社会を子供たちに残すことが、我々

大人の役割である



美唄市へ

ふるさと納税での支援も

お願い致します

図々しいお願いで恐縮ですが、



ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました


